
フロー図

　　○申請書をご提出いただく前に、下のフロー図で負担限度額認定証の交付対象になるかご確認ください。

　　○非該当となる方から申請書をご提出いただいても、負担限度額認定証は交付されません。

　　　※１　特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、介護医療院への入所、
　　　　　　またはショートステイ（(介護予防)短期入所生活介護・(介護予防)短期入所療養介護）の利用

　　　※２　公的年金等収入額と非課税年金収入額（基礎年金、厚生年金、共済年金等の遺族年金又は障害年金）とその他の合計所得金額（税法上の合計所得
                  金額から公的年金等控除額等の見直しによる影響を考慮し、さらに譲渡所得の特別控除額と公的年金等に係る雑所得を差し引いた金額。マイナス
　　　　　   の場合は０円として計算）の合計

　　　※3　 預貯金、現金、有価証券等の額の合計から、負債（住宅ローンや借入金等）を差し引いた金額

今回の申請手続きは不要です。今後、サービス利用が決まりま

したら、ご利用される前に、改めて申請手続きをしてください。

非該当

はい、別の世帯にいます。配偶者はいません。

いいえ、市民税課税者がいます。はい、全員が市民税非課税者です。

いいえ

いいえ、利用していません。
（利用予定はありません。）

はい、利用中です。
（利用予定があります。）

非該当

はい、同じ世帯にいます。

はい いいえ

非該当該当

はい

あなたは対象となる介護サービス（※１）をご利用されているか、又はご利用予定はありますか？

はい

80万円以下 80万円超

120万円以下
120万円超

いいえ

はい いいえ

非該当該当

はい いいえ

非該当該当

はい いいえ

非該当該当

あなたと、あなたと同じ世帯にいる方全員が市民税非課税者ですか？

配偶者はいますか？

あなたの生年月日は昭和33（1958）年８月２日以前ですか？

次のうち、あなたの年金収入金額等（※２）はどこに該当しますか？

預貯金等（※３）は単身の
場合は650万円以下、配
偶者がいる場合は夫婦の
合計が1650万円以下で
すか？

預貯金等（※３）は単身の
場合は550万円以下、配
偶者がいる場合は夫婦の
合計が1550万円以下で
すか？

預貯金等（※３）は単身の
場合は500万円以下、配
偶者がいる場合は夫婦の
合計が1500万円以下で
すか？

預貯金等（※３）は単身の
場合は1000万円以下、
配偶者がいる場合は夫婦
の合計が2000万円以下
ですか？

配偶者も市民税非課税者です
か？
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